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　商願２０１５－３２６０４拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審
決する。

結　論
　原査定を取り消す。
　本願商標は、登録すべきものとする。

理　由
１　本願商標
　本願商標は、「ＡＬＵＬＡ」の文字を標準文字で表してなり、第５類「食
餌療法用食品，食餌療法用飲料，乳幼児用食品，サプリメント，乳幼児用粉
乳」及び第２９類「乳製品」を指定商品として、平成２７年４月７日に登録
出願されたものである。

２　引用商標
　原査定において、本願商標が商標法第４条第１項第１１号に該当するとし
て、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有
効に存続しているものである。
（１）国際登録第７３１９１７号商標（以下「引用商標１」という。）は、
「ＡＲＬＡ」の文字を書してなり、１９９９年１０月１日にＤｅｎｍａｒｋ
においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第４条による優先権を主張
し、２０００年（平成１２年）３月２０日に国際商標登録出願、第１類、第
５類、第２９類ないし第３２類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標
登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成１３年７月１３日に
設定登録されたものである。
（２）国際登録第７４７５５０号商標（以下「引用商標２」という。）は、
別掲１のとおりの構成からなり、２０００年（平成１２年）１０月４日に国
際商標登録出願、第１類、第５類、第２９類、第３０類及び第３２類に属す
る国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定
商品として、平成１４年２月２２日に設定登録されたものである。
（３）国際登録第７３１９１７号商標（以下「引用商標３」という。）は、
「ＡＲＬＡ」の文字を書してなり、２００１年（平成１３年）９月１０日に
国際商標登録出願（事後指定）、第２９類に属する国際登録に基づく商標権
に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成１５年１
月３１日に設定登録されたものである。
（４）国際登録第９９０５９６号商標（以下「引用商標４」という。）は、
別掲２のとおりの構成からなり、２００８年５月２１日にＤｅｎｍａｒｋに
おいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第４条による優先権を主張し、
同年（平成２０年）９月８日に国際商標登録出願、第１類、第５類及び第
２９類ないし第３２類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿
に記載のとおりの商品を指定商品として、平成２３年２月２５日に設定登録
されたものである。
　以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。



３　当審の判断
（１）本願商標
　本願商標は、上記１のとおり「ＡＬＵＬＡ」の文字を書してなるところ、
該文字は、「小翼」等の意味を有する英語であるが、我が国においてはその
意味合いで広く一般に知られているとはいえず、特定の意味合いを有しない
造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合には、我が国におい
て親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみる
のが相当である。
　そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルラ」の称呼を
生じるものである。
　また、上記のとおり「ＡＬＵＬＡ」の文字は、特定の意味合いを有しない
造語と理解されるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
（２）引用商標
　ア　引用商標１及び３について
　引用商標１及び３は、上記２（１）及び（３）のとおり、「ＡＲＬＡ」の
文字を書してなるところ、該文字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意
味合いを有しない造語と理解されるものであるから、これを称呼する場合に
は、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。
　そうすると、引用商標１及び３は、その構成文字に相応して、「アーラ」
の称呼を生じるものである。
　また、上記のとおり「ＡＲＬＡ」の文字は、特定の意味合いを有しない造
語と理解されるから、引用商標１及び３は、特定の観念を生じないものであ
る。
　イ　引用商標２及び４について
　引用商標２は、別掲１とおり、右上がりの緑色のだ円図形の右上部に黄色
の花とおぼしき図形を配し、該だ円図形のほぼ中央部に「Ａｒｌａ」の文字
を白抜きした構成からなり、引用商標４は、別掲２のとおり、緑色のだ円図
形の中央上部に重なるように黄色の花とおぼしき図形を配し、該だ円図形の
中央部に「Ａｒｌａ」の文字を白抜きした構成からなるものである。
　そして、引用商標２及び４は、図形部分と文字部分全体から、又は図形部
分のみから、観念や称呼が生じ、それらをもって取引に資されるというべき
事情は認められない。
　してみると、引用商標２及び４は、共に、中央に大きく顕著に表された
「Ａｒｌａ」の文字部分が着目され、取引に資される場合もあるといえる。
　そこで、引用商標２及び４の文字部分についてみると、「Ａｒｌａ」の文
字は、一般の辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解さ
れるものであるから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれた
ローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であ
る。
　そうすると、引用商標２及び４は、構成中の「Ａｒｌａ」の構成文字に相
応して、「アーラ」の称呼を生じるものである。
　また、上記のとおり「Ａｒｌａ」の文字は、特定の意味合いを有しない造
語と理解されるから、引用商標２及び４は、特定の観念を生じないものであ
る。
（３）本願商標と引用商標の類否について
　ア　引用商標１及び３について
　本願商標と引用商標１及び３は、外観については、語頭の「Ａ」の文字と
語尾の「ＬＡ」の文字を共通にするものの、構成文字数及び中間部の綴り
（「ＬＵ」と「Ｒ」）を異にし、外観から受ける視覚的印象において、明確
に区別できるというのが相当であるから、本願商標と引用商標１及び３と
は、外観上相紛れるおそれはない。
　次に、称呼については、本願商標から生じる「アルラ」の称呼と、引用商
標１及び３から生じる「アーラ」の称呼とを比較すると、３音からなる短い
称呼のうちの１音を異にし、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感
が相違するから、本願商標と引用商標１及び３は、称呼上相紛れるおそれは
ない。
　さらに、観念については、本願商標と引用商標１及び３は、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
　そうすると、本願商標と引用商標１及び３とは、外観、称呼及び観念のい
ずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。



　イ　引用商標２及び４について
　本願商標と引用商標２及び４とは、外観については、図形の有無という明
確な差異を有するから、相紛れるおそれはない。
　また、その構成中、文字部分のみが着目され、取引に資されたとしても、
本願商標と引用商標２及び４の文字部分とは、上記アの判断と同様に、外
観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商
標といえる。
（４）まとめ
　以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願
商標を商標法第４条第１項第１１号に該当するとした原査定は妥当とはいえ
ず、取消しを免れない。
　その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。

平成２９年　１月１７日

　　審判長　　特許庁審判官 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
特許庁審判官 松浦 裕紀子

別掲１（引用商標２）　※色彩は原本参照

別掲２（引用商標４）　※色彩は原本参照

（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　　
　特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）の
規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害と
ならないよう十分にご注意ください。
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